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都市再生基本方針の一部変更について

平成１６年 月 日
閣 議 決 定 案

都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）の一部改正に伴い、同法
第１４条第２項第４号の規定に基づき、都市再生基本方針（平成１４年７月
１９日閣議決定）の一部を次のように変更する。
第二の４中「第三」を「第三及び第四」に改める。

第三の次に次のように加える。

第四 都市再生整備計画の作成に関する基本的事項

１ 自主性と創意工夫による全国の都市再生の推進

稚内から石垣まで全国の都市を対象として、身の回りの生活の質の向上
と地域経済・社会の活性化を図る都市再生の取組を推進する。
市町村の意欲的取組とこれに対する国等の支援の基本的枠組となる

・地域の自由な発想が活かせるまちづくり交付金
・都市再生に必要な権限の一体化
・行政と民間まちづくり活動との連携・協働
について、市町村が都市再生特別措置法第４６条第１項の規定に基づき作
成する「都市再生整備計画」は、市町村の自主性を尊重し、少子・高齢化
等の地域社会の変化の動向、歴史・風土・景観、環境、産業構造、交通上
及び市街地の安全上の課題などの地域の特性に応じ、地域の有形・無形の
資源を活用した創意工夫を最大限発揮することを目指すものとする。

２ 都市再生整備計画において具体的に明らかにされるべき視点等

都市再生整備計画においては、選択と集中の考え方に立脚し、以下の視
点を明らかにしつつ、現実的な計画期間内において迅速に実施すべき具体
的事業・施策を内容とするものとする。

ア 得られる成果の重視、ソフトの充実等による戦略的・効率的実施
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○ 得られる成果を重視し、計画に基づき実施される事業・施策につい
てできる限り客観的で透明性の高い適正な評価が図られること。

○ 既存施設の活用、ソフト施策との連携重視などにより、事業・施策
の効率的実施と文化、環境、居住等の都市の機能の増進が図られるこ
と。

○ 構造改革特別区域、地域再生計画、観光施策等の活用を含め、関連
し合う諸施策の連携と相乗効果の発揮が図られること。

イ 民間のまちづくりに関する活動等との連携・協働

○ 計画・事業・運営への地域の積極的参加と民間のアイデア・ノウハ
ウ等の活用が図られること。

○ まちづくりに関する住民、産・学、特定非営利活動法人、専門家等
による民間の活動との協働とこれに対応した機動的な事業・施策の実
施が図られること。


